
多面的機能支払交付金に関する説明会次第

【日 時】 令和８年２月２７日（金）

15時 00 分～16 時 00 分

【場 所】 福光中央会館

5階 大ホール

１．挨 拶

２．内 容

（１）令和７年度多面的機能支払交付金に係る実施状況報告等について資料①

提出期限：令和８年４月１５日（水）

（２）会計検査の予定 資料②

期間：令和８年３月９日（月）～１３日（金）

（３）本制度の取組状況と令和８年度に向けて 資料③

（４）安全管理の徹底、適正な組織運営、外部人材活用、について 資料④

（５）全国シンポジウム講演資料 資料⑤

（６）その他

今後のスケジュール

3 月下旬〆 返還金の納付期限（3 月中旬に対象組織に郵送します。）

4 月 15 日〆 活動の自己評価（3 月上旬に対象組織に郵送します。）

３．質疑応答

４．閉会

閉会後、令和７年度で最終年度を迎える組織向け説明会



令和７年度実施状況報告書等について

１．提出書類（各１部）

《報告書関係》

①実績報告書鑑 【同封書類】※押印不用

②活動記録 （様式第 1－6号）

③金銭出納簿 （様式第 1－7号）

④実施状況報告書（様式第 1－8号）

⑤財産管理台帳 （様式第 1－10 号）

⑥令和７年度診断結果記録簿

⑦令和７年度活動計画書

⑧領収書のコピー

⑨持越金の使用予定表（様式第 1-8 号）別紙 ※持越額が交付額の 3 割以上かつ

100 万円以上の場合のみ提出

《その他の書類》

⑩代表者の交代届、連絡名簿 ※役員変更があった組織のみ提出

⑪通帳の写し

２．提出期限 令和８年４月１５日（水）【期限厳守】

※５月上旬には全組織の報告をとりまとめのうえ、県に報告

する必要がありますので、期限厳守でお願いします。

３．提出場所 南砺市農政課 農産振興係（南砺市役所福光庁舎別館１階）

領収書等をスキャンして、エクセルデータとまとめてメール

で提出も受付可能です。

４．留意事項

①実施状況報告書の内容は必ず計画書の内容との整合性を取ってください。

②「活動記録」は取組番号を入力すれば自動的に活動内容が入力されます。ま

た、全ての様式において数式や選択肢があらかじめ入力されているセルがあり

ますので、入力の際はご注意ください。

③持越金については、年度内に使いきりが原則です。

④懸念事項がありましたら、すぐに市役所に相談お願いします。

５．その他 交付金に関する書類は５年間大切に保管してください。

南砺市のホームぺージで ID 検索「6036」していただくと様式をダウンロード

できるページに移動します。CD 配布を希望される方は担当までご連絡くださ

い。
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２．組織の広域化・体制強化の計画 （計画がない場合、この項目への記入は不要です）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

以下は市町村担当者と相談の上、記入してください。
集落数

農業地域類型 都市的地域 平地農業地域 中間農業地域 山間農業地域

地域振興立法の適用 特定農山村 振興山村 過疎 半島

離島 沖縄 奄美群島 小笠原諸島

指定棚田地域の該当状況

交付金算定の対象としている農振農用地区域外の対象農用地面積

３．活動の計画
（１）農地維持支払 ※毎年度実施するものに○を記入してください。

○
○

○
○

100 野ソ等の駆除 ○
101 融雪排水のための溝切 ○

○
○

○

○

102 除排雪 ○
○

広域活動組織の設立 特定非営利活動法人化 活動支援班の設立

実施予定年度

 集落

農地維持支払  a 資源向上支払
（共同）

 a 資源向上支払
（長寿命化）

 a

１ 点検
２ 年度活動計画の策定

研修
３ 事務・組織運営等に関する研修、
  機械の安全使用に関する研修

５年間に各１回以上実施

４ 遊休農地発生防止のための保全管理
５ 畦畔・法面・防風林の草刈り
６ 鳥獣害防護柵等の保守管理 点検結果に応じて実施

７ 水路の草刈り
８ 水路の泥上げ
９ 水路附帯施設の保守管理 点検結果に応じて実施
10 農道の草刈り
11 農道側溝の泥上げ 点検結果に応じて実施
12 路面の維持 点検結果に応じて実施
13 ため池の草刈り
14 ため池の泥上げ 点検結果に応じて実施
15 ため池附帯施設の保守管理 点検結果に応じて実施
16 異常気象時の対応 洪水、台風、地震等の発生後に実施

地域資源の適切な保全管理のための推進活動

※「特定非営利活動法
人」とは、営農法人とは
別に多面的活動に関与す
る法人のことです。

活動区分 活動項目 計画

点検・
計画策定

農
用
地

水
路

農
道

た
め
池

共
通

実
践
活
動
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↑まず、このシート組織名などを入力してください。
次に活動計画を入力してください。
これを入力しないと、活動記録の
ページでプルダウンが表示されません。



（２）資源向上支払（共同）
 １）施設の軽微な補修、農村環境保全活動 ※毎年度実施するものに○を記入してください。

※必ず選択してください。

○

○

○

24 農用地の機能診断
25 水路の機能診断
26 農道の機能診断
27 ため池の機能診断
28 年度活動計画の策定

研修 29 機能診断・補修技術等に関する研修 ５年間に１回以上実施
30 農用地の軽微な補修等 機能診断結果に応じて実施
31 水路の軽微な補修等 機能診断結果に応じて実施
32 農道の軽微な補修等 機能診断結果に応じて実施
33 ため池の軽微な補修等 機能診断結果に応じて実施
34 生物多様性保全計画の策定
35 水質保全計画、農地保全計画の策定
36 景観形成計画、生活環境保全計画の策定
37 水田貯留機能増進計画、地下水かん養活動計画の策
定
38 資源循環計画の策定

39 生物の生息状況の把握（生態系保全）

47 その他（景観形成・生活環境保全）

この線より上に行を挿入してください。

啓発・普及 51 啓発・普及活動

活動区分 活動項目 計画

機
能
診
断
・

計
画
策
定

※24〜27のうち該当する活動項目を全
て選択してください。

実
践
活
動

計
画
策
定

※34〜38のいずれかを選択してくださ
い。

実
践
活
動

施
設
の
軽
微
な
補
修

農
村
環
境
保
全
活
動
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農村環境保全活動の計画のある組織は

該当する番号を入力しないと
活動記録のプロダウンに表示されませんので、
計画しているものは全て
記載してください。
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入力を忘れず！

活動した番号は漏れなく入力してください。
領収書などで確認したら、きちんと
活動しているのに、入力漏れが見受けられます。

　　　　　　↑
上記活動記録に番号を入力しないと、
ここに日付が表示されません。



１． 総会又は運営委員会の実施時期

実施状況について、以下のとおり、総会又は運営委員会を開催し構成員の了解を得ています。

２．組織の広域化・体制強化の状況
下記にあてはまる場合は○を記入してください。

「計画」欄：活動計画書において計画した活動に「○」、計画外の活動項目に「－」を記入する。

（１）農地維持支払
農地維持支払交付金の交付を受けずに活動を実施した場合も記入してください。

計画 実施

○ ×

○ ×

○ ×

○

○ ×

○ ×

×

○ ×

×

×

○ ×

－ －

×

×

○ ×

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

開催日 ○年○月○日

広域活動組織 特定非営利活動法人 活動支援班の設立

３． 多面的機能支払交付金に係る事業の成果

「実施」欄：活動要件を満たした活動項目に「○」、
　　　　　　要件を満たせなかった場合や実施しなかった場合に「×」、
　　　　　　対象外の活動項目には「－」を記入する。

「備考」欄：「実施」欄に「×」を記入した場合は要件を満たせなかった理由や実施しなかった理由を記入する。

活動区分 活動項目 備考

１ 点検

２ 年度活動計画の策定

３ 事務・組織運営等に関する研修 実施（予定）年度：○年

  機械の安全使用に関する研修 実施（予定）年度：○年

遊休農地解消面積  a

５ 畦畔・法面・防風林の草刈り

６ 鳥獣害防護柵等の保守管理

７ 水路の草刈り

８ 水路の泥上げ

９ 水路附帯施設の保守管理

10 農道の草刈り

11 農道側溝の泥上げ

12 路面の維持

13 ため池の草刈り できなかった理由を書いてください。

14 ため池の泥上げ

15 ため池附帯施設の保守管理

共通 16 異常気象時の対応

17 農業者の検討会の開催

18 農業者に対する意向調査、現地調査

19 不在村地主との連絡体制の整備等

20 集落外住民や地域住民との意見交換等

21 地域住民等に対する意向調査等

22 有識者等による研修会、検討会の開催

点検・
計画策定

研修

農
用
地

４ 遊休農地発生防止のための保全管理 ○ ×

水
路

農
道

た
め
池

活動区分 活動項目 計画 実施 備考

地
域
資
源
の
基
礎
的
な
保
全
活
動

実
践
活
動

地
域
資
源
の
適
切
な

全
管
理
の
た
め
の
推

活
動

5

R7年度の活動や収支決算について諮った日
（R7の収支決算がR8.4.15日以降の組織の場合は、
　R7の活動について承認を受けた日）

↑計画にない項目は「ー」を入力してください。



（２）資源向上支払（共同）

資源向上支払交付金（共同）の交付を受けずに活動を実施した場合も記入してください。

計画 実施

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

×

－ －

－ －

－ －

○ ×

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

○ ○

○ ○

－

－

－

○ ○

活動区分 活動項目 備考

24 農用地の機能診断

25 水路の機能診断

26 農道の機能診断

27 ため池の機能診断

28 年度活動計画の策定

研修 29 機能診断・補修技術等に関する研修 実施（予定）年度：○年

30 農用地の軽微な補修等

31 水路の軽微な補修等

32 農道の軽微な補修等

33 ため池の軽微な補修等 点検の結果補修不用

34 生物多様性保全計画の策定

35 水質保全計画、農地保全計画の策定

36 景観形成計画、生活環境保全計画の策定
37 水田貯留機能増進計画、地下水かん養活動
計画の策定
38 資源循環計画の策定

39 生物の生息状況の把握（生態系保全） 6/1ビオトープ調査

47 その他（景観形成・生活環境保全） 6/2ゴミ拾い

「活動計画書」と同じ行数になるよう、この線より上に行を挿入してください。
啓発・普及 51 啓発・普及活動

機
能
診
断
・

計
画
策
定

実
践
活
動

計
画
策
定

実
践
活
動

施
設
の
軽
微
な
補
修

農
村
環
境
保
全
活
動

6

日付と実施内容を記載

　　　↑
計画していたけど、実施しなかった場合は
理由を入力してください。



別紙３

　次年度への持越金が当該年度交付金の３割を超え、かつ、１００万円以上である場合に作成。
　算定根拠について、市町村担当者から提出を求められた場合には添付すること。

使用時期 使用内容 算定根拠

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

市町村担当者における妥当性の確認欄

持越金の使用予定表
農地維持・資源向上（共同）

使用予定金額

計

確認結果 担当者記名

上記の内容について、妥当であると認める。
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資料②会計検査院のホームページより抜粋
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全国の取組状況（農地維持支払）
一期目 二期目

2

県内の取組状況（農地維持支払）

※全国の平均取組率：４９％
　　　　（北陸管内：７６％）

○取組組織　：1,024組織
○取組面積　：41,329ha

○取 組 率　：74.3％

○取組組織　：1,022組織（-22）
○取組面積　：39,944ha（-1,385）
〇取 組 率　 ：71.9％（-2.4）

R７
見込値

R６
実績

3

38,108 

40,348 
41,279 41,445 41,979 

41,058 41,433 41,764 41,930 42,095 
41,329 

39,944 

972

996

1014 1012

1030

993

1013
1024

1033
1042

1024 1022

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

○ 富山県の取組率（農地維持支払）は74％で、全国第４位となっている。（R6年度）

○人材不足・高齢化等により、期別（５年間）の変わり目で活動組織、取組面積が減少する傾向にある。

順位 都道府県 取組率

１ 福井県 ８４％

２ 兵庫県 ８２％

３ 新潟県 ７５％

４ 富山県 ７４％

５ 滋賀県 ７２％

６ 山形県 ７０％

７ 佐賀県 ７０％

８ 北海道 ６９％

９ 石川県 ６８％

１０ 秋田県 ６６％

◎全国の取組状況（R6）

※全国の平均取組率：４９％
　　　　（北陸管内：７５％）

第１期対策 第２期対策 第３期対策

R7年度（2期→3期移行時）▲1,385ha
　（人材不足、高齢化により継続困難）R1年度（1期→2期移行時）▲921ha

　（人材不足、高齢化により継続困難）

小規模集落加算の追加

活動期間の延長（＋１年）

取組面積
（ha）

活動組織数
（組織）

増進加算、協働力深化加
算、広域加算の追加

田んぼダム加算追加

みどり加算追加

（見込値）
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R7予算と金額、内容は同じ。

＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞
１．多面的機能支払交付金　48,463百万円（前年度48,463百万円）

①　農地維持支払
地域資源の基礎的保全活動等の多面的機能を支える共

同活動を支援します。
②　資源向上支払

地域資源の質的向上を図る共同活動、施設の長寿命化
のための活動を支援します。

２．多面的機能支払推進交付金 1,585百万円（前年度1,585百万円）

制度の適正かつ円滑な実施に向けて、都道府県、市町村等
による事業の推進を支援します。

＜対策のポイント＞
地域共同で行う、多面的機能を支える活動や地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る活動を支援します。

＜事業目標＞
○　農地・水路等の保全管理により農業生産活動が維持される農用地面積（237.8万ha［令和12年度まで］）
○　農地・水路等の保全管理の共同活動を行う小規模組織のうち体制強化に取り組む組織の割合（50%［令和12年度まで］）

　日本型直接支払のうち
　多面的機能支払交付金

令和８年度予算概算決定額　50,048百万円（前年度 50,048百万円）

交付単価

［５年間以上実施した地区は、➋に75％単価を適用］
※１︓➋、❸の資源向上支払は、➊の農地維持支払と併せて取り組むことが必要
※２︓➊､➋と併せて❸の長寿命化に取り組む場合は､➋に75％単価を適用
※３︓❸の長寿命化において、直営施工を行わない場合は、5/6単価を適用

都府県 北海道

❶農地維持支払 ❷資源向上支払
 （共同）

❸資源向上支払
 （長寿命化）

❶農地維持支払 ❷資源向上支払
 （共同）

❸資源向上支払
 （長寿命化）

田 3,000 2,400 4,400 2,300 1,920 3,400
畑 2,000 1,440 2,000 1,000 480 600

草地 250 240 400 130 120 400

（円/10a）

※1,2,3 ※1,2,3※1 ※1

＜事業の流れ＞　

市町村
定額

農業者等
定額

（１の事業）

市町村等
定額

（２の事業）
国 都道府県

定額

農地維持支払

　・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持　等
　・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域資源

の保全管理に関する構想の策定　等

水路の泥上げ農地法面の草刈り 農道の路面維持

　・水路、農道、ため池の軽微な補修、景観形成や生
態系保全などの農村環境保全活動　等

　・老朽化が進む水路、農道などの長寿命化のための
補修　等

水路のひび割れ補修 農道の窪みの補修 ため池の外来種駆除

資源向上支払

実 施 主 体︓農業者等で構成される組織（ ➊及び❸は農業者のみで構成する組織でも取組可能 ）
対象農用地︓農振農用地及び多面的機能の発揮の観点から都道府県知事が定める農用地

　（円/10a）　【加算措置】
項目 都府県 北海道

多面的機能の更なる増進への
支援 多面的機能の増進を図る活動の取組数を新たに１つ以上増加させる場合等

田 400 320
畑 240 80

草地 40 20
水田の雨水貯留機能の強化
（田んぼダム）への支援 資源向上支払（共同）の交付を受ける田面積の1/2以上で取り組む場合 田 400 320

項目 交付単価

組織の体制強化
への支援

広域活動組織を設立し
活動支援班※を設置
する場合

40万円/組織

項目 交付単価

環境負荷低減
の取組への支援

化学肥料と化学合
成農薬を原則５割
以上低減する取組と
併せて環境負荷軽
減に取り組む面積が
増加する場合

長期中干し 800
冬期湛水 4,000
夏期湛水 8,000
中干し延期 3,000

江の設置等
作溝実施 4,000
作溝未実施 3,000

　（円/10a）

　※広域活動組織内の複数の集落をまたいで共同活動を
行う班

［お問い合わせ先］ 農村振興局農地資源課 （03-6744-2197）

【
資

料
２
－

１
】11
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活動継続に向けた多面的機能支払の課題と対応方針（案）
１　現状課題
　農村部、とりわけ中山間地域では、人口減少、高齢化が進む中
で、（課題①）活動参加者の不足、（課題②）役員交代人材の不
在 、（課題③）非農家の理解不足といった課題のほか、 （課題
④）事務の煩雑さ が、活動継続の障壁となっている。
　こうした地域では、これまでの農業者と農業者以外が地域の共
同活動等により支えてきた農業・農村の有する多面的機能の維
持・発揮に支障が生じ、さらに近隣の地域へも影響を及ぼすこと
が懸念される。 

維持管理が

適正に行われない

維持管理が

適正に行われている

活動組織A

活動組織B

維持管理不足による

流下能力低下

２　課題への対応方針（案）

人口減少時代の中で、農業の持続的発展と農村コミュニティ機能の維持・継続の実施

②役員交代人材の不在 ④事務の煩雑さ①活動参加者の不足 ③非農家の理解不足

複数組織における活動の連携

• 水路上下流の活動組織の合同江ざらいや草刈り、鳥獣対策 等

地域内の若手へ活動参加を促す

・若い世代に事務局を交代し、同年代の参加を促す

外部からの人材確保

• 農村ボランティア、サポーター制度、アルバイトの活用 等

活動参加者の確保

一事例として…
用水路系統が上下流に位
置する活動組織AとBがあ
る場合。

活動組織Aが、参加者の不
足等で活動を継続できず、
水路の維持管理等の自然
保護活動が適正に行われ
なくなると、下流の活動組
織Bに用水が十分に届か
ない状況が生じる。

多面的機能や共同活動の恩恵をPR

• 子供達や高齢者を意識したPR

• 植栽活動や清掃活動による地域の景観保持

• ホタルの生息地となる水路の維持管理等の自然
保護活動

• 転落防止網等の設置による水路の安全性の向上

活動参加者に向けたPRの充実

隣接活動組織の包含

• 役員交代人材の不在により継続困難な活動組織Cを、近
隣組織Dが取り込む

活動組織C：継続活動が可能に

活動組織D：交付金増により発展的で計画的な活動が可能に

活動の継続と発展

複数組織の合同活動による効果的な取組実施

• 近隣の活動組織で連携して市の花を植栽し、大規模な美しい景観を形成→観光資源化

• 隣接する活動組織合同の獣害防止電気柵の設置→被害の抑制　

• 自走式草刈機等の大型（高額）機械の共同リースや外部人材の活用→参加者の労務負担軽減

• 近隣の活動組織で連携して田んぼダムに取り組み→洪水防止効果の増進

活動の活性化

事務支援システム導入・普及

土地改良区や民間企業等へ
の事務の外部委託

事務負担軽減

誰でも対応可能

令 和 ６ 年 度
富山県多面的機能
支 払 推 進 研 修 会

• 事務局の合同センター化や会計職員の外部雇用の導入

　 → 事務負担の軽減、組織力の強化の推進

活動を断念する組織が出ないよう、まずは緩やかな連携
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メール先：habata.masahiro@city.nanto.lg.jp
FAX:0763-52-6348   メールかFAXでご連絡お願いします。
市で確認後、県にも転送します。
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富山県多面的機能推進協議会ホームページより



富山県土地改良事業団体連合会
地域保全対策室

TEL:076-424-3380

「多面的機能支払交付金」を活用して

　多面的機能支払交付金は、農地、農業用水路、農道などの草刈り、泥上げ、水路の補修、生き物に優

しい保全活動等を通じて、農業・農村の有する多面的な機能を支えるための支援制度です。

　この動画では、保全活動の必要性や目的、多面的機能支払交付金活用のメリットについてわかりや

すく解説しています。

富山県多面的機能推進協議会

富山県農林水産部農村振興課
農村活性化係
TEL:076-444-3381

ナレーションは、
射水市出身のお笑いコンビ「雷鳥」

YouTube動画は、上のQRコードから
ご覧いただけます。

https://youtu.be/w1de0FgIddg

　地域と環境を守る力に! !

水土里ネット富山

①農業と保全活動の営み
②農業農村の有する多面的機能
③多面的機能が喪失したら…
④草刈り・水路清掃の大切さ
⑤地域のつながりを育む営み

⑥多面的機能支払制度の紹介

動画の構成

Youtube動画
【
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（活動組織向け）
多面的機能支払 活動組織・外部人材とのマッチングの仕組み

登録

事務代行業者

事務を手伝える

草刈り事業者

草刈りできる

建設業者・農業法人

草刈りできる
泥上げできる
水路補修が手伝える

防草シートメーカー
水路補修メーカー

防草シート張りを手伝える
水路補修を手伝える

支援できる（受託したい）作業内容

受託条件（期間、場所、数量（面積・延長）

受託金額の目安

事業者等側の担当の連絡先など

草刈等の
地域活動
が好きな

個人

草刈等の
人員に余力

のある
活動組織

活 動 組 織

業務委託で支援 構成員化（日当払）
で支援

草刈り・泥上げする人が不足している
事務をする人がいない
防草シートを教えてほしい

広 域 活 動 組 織

情報掲載から、需給が一致する活動組織と支援
できる企業・団体・個人を結びつける（マッチング）

【マッチング後は】
　活動組織と企業・団体・個人と個々でやり取りする。

【保険は】
　業務委託　　…受託先で加入
　構成員化※　…既存の保険の適用範囲か要確認
　　　　　　　　　　　（範囲外なら追加で加入）

【支払は】
　業務委託　…委託契約締結し、契約に基づき支払い。
　構成員化※　…構成員同様に日当支払（個人へ支払を）

草刈りできる
泥上げできる など

令和８年２月
富山県農村振興課

富山県多面的機能推進協議会

構成員化※： 個人・団体共に、臨時総会等組織内の合意必要
　　　　　　　　（構成員名簿に追加）

登録 支援を受けたい（外部委託したい）作業内容

作業規模（期間、場所、数量（面積・延長）

支払金額の目安（外注先への支払う額）

活動組織担当の連絡先など

支援できる企業・団体・個人

支援してほしい組織・広域組織

マッチングする組織

※ 下記は一例

【活動組織が
　本仕組みを利用する準備】
★次のことを合意しましょう。
・本仕組みを利用すること
・登録する内容
（いつのどんな作業で、支払額、など）
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令和７年度 農業・農村の多面的機能の

持続的発揮に向けた全国シンポジウム

農林水産省農村振興局 青山次長 基調講演

（10/21）

要約:

· 多面的機能交付金は地域への投資であり重要だが、意義と効果を

分かりやすく発信しないと予算の継続確保は難しい。良い取り組み

でも積極的なアピールが不可欠。

· 自助・共助・公助のバランスが鍵。交付金（公助）は地域の共助力を

引き出し、地域の持続性を高める仕組み。集落機能の弱体化（戸

数減少・高齢化等）に対し、活動のサイクル（話し合い→実施→評

価）で力を強化する。

· 交付金の前身は「農地・水・環境保全向上対策」。法制度の整備を

経て現在の事業に拡充。予算は事業仕分け等で変動し、近年は横

ばい基調だが今年は増額。国の財政制約（社会保障等で歳出の

約 3/4、巨額の債務）により予算拡大は容易でない。

· 今後は人口減少下で外部人材（大学生・建設業等）の活用、活動

組織の広域化、デジタル技術の活用を進める。

· 予算確保・拡大には、良いプレゼンと大きな発信に加え、意思決定

者に届く「味方づくり」が重要。各地での要請・説明（例: 岩手の財

務省訪問）のように行動を広げ、否定的な見方を変えていくことを呼

びかけている。

活動組織の動画閲覧のお願い

（Youtube 動画）
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